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山本　家庭医の藤沼先生が質的看護研
究に関心をお持ちと耳にし，今日の機
会を楽しみにしていました。対談を通
じて，質的看護研究の発展につながる
知見を得られればと期待しています。
藤沼　質的研究は学問として純粋に面
白いですね。中でも日本の質的看護研
究は実践の知が凝縮されていて興味深
いとかねてより思っていました。
　山本先生はこれまで，どのような考
えのもとに研究に取り組んできたので
すか。
山本　優れた看護実践を可能にする知
の開発をめざし，「現場から知を創る」
ことを目標にしてきました。現場感覚
を知りたくて数年間臨床現場に身を置
いた後，大学院に戻りました。それか
らはずっと，それを目標に研究をして
います。
　博士課程で社会学を基盤とするグラ
ウンデッド・セオリーによる質的研究
を学んでから，この方法を使う研究を
多く行ってきました。研究を始めた当
初は，データからの抽象化，概念化の
手法を基本とするグラウンデッド・セ
オリーは全く科学に反するように見え
て抵抗を持っていましたけれど。
藤沼　科学に反する（笑）。考えが変
わるきっかけは何だったのでしょう。

山本　これまでに概念化，尺度化され
ていない現象を把握するためには質的
研究がどうしても必要という結論にな
りました。米カリフォルニア大サンフ
ランシスコ校（UCSF）への留学も転
機の一つでした。グラウンデッド・セ
オリーの基盤を作った一人，アンセル
ム・ストラウスに学ぶ経験ができたの
です。もう一人の創始者，バーニー・
グレイザーの厳密な実証主義的な考え
とは対照的に，米シカゴ大の社会学出
身のストラウスは社会構築主義的な態
度で柔軟にデータに向き合っていまし
た。その影響が，人間に向き合う看護
師のケアの在り方を追求する今の姿勢
につながっている気がします。

質的研究には本質が立ち現れる

山本　藤沼先生が質的研究に出合った
経緯はどのようなものだったのですか。
藤沼　プライマリ・ケア領域に進んだ
1980年代後半，『プライマリ・ケア研
究』（Sage Publications）というシリー
ズ書籍を海外から購入していました。
その中に質的研究に関する巻があった
のが最初の出合いです。
　家庭医療学という領域は，患者の「疾
患」に着目する医学生物学的な学問体

系ではなく，地域を基盤に住民の健康
を包括的に支えることを目的とする学
問です。だから，患者さんが病いに対
して抱く思いなどを知る必要があり，
そこに質的研究が役立つのです。
山本　当時から看護研究論文も読んで
いたのですか？
藤沼　少しずつ読んではいましたが，
面白さに気付いたのは 2012年ごろだ
ったと思います。酒井郁子先生（千葉
大大学院）に薦められた数本の論文を
読んだら，「これはすごい，医学研究
がカバーできていない問題に取り組ん
でいる。医者も読むべきだ！」と感じ
て。それからは家庭医療学の立場から
質的看護研究の論文を読むことにハマ
っています。正直に言うと，「えぇ，
まじっ⁉」という仰天が潜んでいるん
です。現場の本質を突く面白い論文が
多いんですね。
山本　その言葉は看護研究者として率
直にうれしいです。最近印象に残った
研究は何でしたか？
藤沼　進行がんのエンドオブライフ・
ケアの論文を読んで，「マンネリが当
事者にとって最重要」という研究結果
には目からウロコが落ちました。「同
じことを繰り返してきた毎日が大切だ
からこそ，患者さんは自宅に帰りたい」

ということが書いてあったのです 1）。
　研修医などの若手によくあるのです
が，家に帰りたいという患者さんには，
「家の桜の花が見たい」といった特別
な理由があると思い込んでいたりす
る。でも，実際はそうでもない。この
構図が言語化された研究を目の当たり
にしたのは初めてで，とても驚きまし
た。こうした有用性を知ってからとい
うもの，私は質的看護研究を研修医教
育や症例検討にも使っていますよ。
山本　確かに，看護師だけでなく，医
療者なら共通して使える知見も多いは
ずです。
藤沼　経験ある医療者でさえもそうい
った「本質の落とし穴」にはまること
があります。私がときどき出席する地
域の困難事例検討会での事例は，理屈
だけでは効果的な介入ができない事例
ばかりです。そういった状況になった
とき，患者さんの言動の裏にある本質
を質的研究から知ることが指針になり
ます。
山本　本質を明るみに出すことは，質
的研究の醍醐味です。その性質上，研
究者自身も予想していなかった帰結と
なることも多いですね。生成された

　患者・家族の満足度が高い看護を見て，憧れを抱くことはあるだろ
う。しかし，優れた看護実践は必ずしも言語化されたものばかりでは
ないため，自身の看護にそのまま生かすのは難しく，思考過程や判断
基準を解き明かす必要がある。知を創り，共有するにはどのような方
法が求められるだろうか。
　優れた看護実践の言語化に質的研究の手法を用いて取り組む山本氏
と，質的看護研究の知の体系に関心を持ち，研修医教育などに生かし
ているという家庭医の藤沼氏の対談から，看護実践のレベルアップに
つながる知の創出と活用の方向性が見えてきた。
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データに忠実に結論を導いていく質的
研究ならではです。

論文を通じて得る，
読者の経験を超えた視点

藤沼　研修医教育で私が質的看護研究
を使うのは，患者さんの行動と，その
行動の意味の理解を研修医に促すとき
です。これらは人生経験で次第にわか
ってくるものなので，若い研修医の場
合，視野がまだ狭いため，気付かない
こともあるのです。私が研修医から受
けた相談の中に，「単身の高齢者で，
ときどき寂しそうだから施設で生活し
たほうが幸せなのではないか」という
ものがありました。
山本　客観的なアドバイスが難しい質
問ですね。
藤沼　そうなのです。そのとき私が研
修医に読んでもらったのは，単身高齢
女性の QOLをグラウンデッド・セオ
リーで解析した論文 2）です。一人暮ら
しの高齢女性の QOLは「しあわせ型」
「心残り型」「あきらめ型」「うらみ・
くやみ型」の 4類型に識別され，一人
暮らしを意識的に選んだ人は「しあわ
せ型」「心残り型」に集中するとまと
まっています。この論文を読んで研修
医は，「自分の見方の狭さを実感した。
この枠組みを念頭に患者さんと対話し
たいと思う」と，行動の変化につなが
ったようです。
山本　それは質的研究による知の共有
ですね。論文を通じて，その研修医は
自分自身の経験をはるかに超えた視点
を得たのでしょう。
藤沼　こういった枠組みがないと，皆，
「オレ流」で物事を解釈してしまうん
ですよ。そこを私は正したいと思って
います。優れた看護研究論文は，それ

を読むこと自体が極めて教育的です。
山本　私たち研究者は，このように研
究を使ってもらえると励みになりま
す。研究論文を読むことは難しいと思
われがちですが，現場の看護師が想定
読者の論文も多いです。現場の看護師
にも，藤沼先生のような「質的研究論
文を読んで自分のケアをあらためてと
らえ直す習慣」がもっと浸透してほし
いです。

共感的理解によって積み重な
る知を「名付けたい」

藤沼　質的看護研究から生み出される
知は，看護師の間ではどのように解釈
されるのでしょう。山本先生の思いを
教えてください。
山本　いわば，「シンクロする知」と
考えてほしいです。「有意差が認めら
れるから，こちらの介入法のほうがよ
い」という論理的な知ではなく，看護
師同士で話していて，「それ，あるあ
る！」と共感するときのような知。
　看護は事例ごとの個別性が高く，一
回性も高い実践です。しかし，看護の
経験を詳細に語り合ってみると，共感
できる部分は多いのです。実践から知
を吸い上げた論文を読み，その知を自
己にシンクロさせ，読者自身の実践の
レパートリーを広げてほしい。現象学
の言葉で間主観性（intersubjectivity）
と言われるものを，読者と経験したい
というのが私の思いです。
藤沼　共感的理解により積み重なる知
ということですね。山本先生が関心を
持つ事例はどういったものですか。グ
ッときた事例を教えてください。
山本　例えば，私が最初に看護実践の
事例研究の奥深さと面白さを感じたの
はこの事例 3）です。
　嚥下障害が続き胃瘻を勧められた認
知症高齢者に胃瘻を造設するか否か，
意思決定に家族が悩んでいた話です。
看護師が最初に行った支援は排便処置
の肩代わりでした。大変な介護で心と
時間に余裕がない家族に，意思決定を
考える機会を作ってもらおうと，まず
は排泄ケアを展開したそうです。看護
においては，情報の提供・整理や対話
だけでなく，排便処置も意思決定支援
の一部になり得るのです。全人的ケア
と言われる看護の実際をこの看護師は
現場で教えてくれました。本事例の研
究では，そのような「知」を言葉にし
たいと思ったのです。
　エキスパートの看護師ほど，優れた
ケアを直感的に成し遂げています。無
意識下での優れた実践を言葉にするこ
とで，それを読んだ看護師自身が実践
の新たな枠組みを手に入れるととも
に，読者が自身の行為に意味を見いだ
し，自信につなげてほしいと強く思い
ます。
藤沼　なるほど。山本先生の情熱の在
りかがわかりました。よい看護実践を
「名付けたい」ということでしょう。
山本　お見通しですね。自分の実践に
自信がなく，漠然とした不安を持つ看

護師は多いです。「私の実践には，こ
んな大切な意味があったのか！」とい
う発見もありますから，自信のない方
にもぜひ論文を読んでもらいたいで
す。

15分で読める論文をめざす！

藤沼　今，山本先生はどんな研究をし
ているのか，詳しく知りたいです。
山本　記述的な特徴を持つ事例研究法
の新たな枠組みの構築をめざしていま
す。これまで研究に使ってきたグラウ
ンデッド・セオリーは全体像がつかみ
やすい反面，看護実践に具体的に生か
す上で必要な「詳細な文脈」がデータ
から失われてしまうという限界を感じ
ていました。
藤沼　確かに，データをカテゴリーご
とに分類し，概念化を進めるグラウン
デッド・セオリーから得られるデータ
は，文脈を失って「骨組み」だけにな
った感じですよね。
山本　ええ。複数の事例をまとめるこ
とで削ぎ落とされてしまう文脈が，看
護実践に移す上では不可欠です。そう
いった理由で，事例研究の中で新たな
研究法を構築する発想に至りました。
究極的にはグラウンデッド・セオリー
の「カテゴリー作り」，現象学的アプ
ローチの「解釈」，当事者研究の「対話・
語り」を，いいとこ取りしたものをめ
ざしています。
藤沼　現象学的アプローチに基づく考
え方も入っているのですね。そこも興
味深いです。現象学的アプローチによ
る論文は内容が濃く，かつ長大です。
この「冗長さ」も看護研究の良さだと
私は評価しています。
山本　はい。その一方で，読者である
現場の看護師は忙しいですし，論文は
長いとポイントがわかりづらくなると
いうデメリットもあります。もちろん，
現象学的アプローチによる研究に見ら
れる冗長さも大事な要素であるとわか
っています。その上で，現場での活用
を強く推進したい立場から，今，構築
に取り組んでいる事例研究法は一論文
を 15分で読みきれることをコンセプ
トにしています。
藤沼　なんと。15分で現場で手軽に
読める論文ですか。どのようなプロセ
スで研究を進めるのか気になります。
山本　まず，普段あまり言葉にしない
実践のプロセスや考えをあえて言葉に
し，顕在化させます。そして実践者と
研究者の間で対話を重ねる。その言語
化の過程で，実践者の潜在的な経験知
を「共有可能な知」に昇華させていく
のです。
　研究方法についても，優れた看護実
践の意味を言語化し，看護実践に役立
てやすい論文に仕立てる工程を，臨床
現場でもなるべく気軽にできるように
したいと考えています。現場の看護師
による研究での利用を想定し，時間が
かかりすぎないよう，ある程度フォー
マット化したものをめざしているとこ
ろです。こういった特徴を持つ事例研

究法はまだ完成形ではありませんが，
手応えは徐々に得てきました。
藤沼　現場で研究を活用することだけ
でなく，現場の看護師が研究を実施し
やすくするとのビジョンを持っている
点が山本先生らしいです。
山本　現場から出てくるリサーチ・ク
エスチョンは本質をとらえた良質なも
のが多いです。だから現場発で知を創
り，現場で使っていけるようにしたい。
今はまさに，その基盤を作っている最
中です。
　　　　　　　　＊
藤沼　知の創出に関する最前線の研究
法まで教えていただきました。看護研
究は論文を読むばかりでしたので，日
本の質的看護研究をけん引する山本先
生から，知の創造，実装のビジョンと
思いを直接聞くことができて刺激的で
した。
山本　今日の対談で，看護実践の知を
言葉にしたい思いがますます強まりま
した。事例研究法の構築は道半ばです
が，現場で知を有効活用してもらうと
ころまでを意識しながら，知の創造に
突き進みたいと思います。
 （了）

●やまもと・のりこ氏
1986年東大医学部保健学科卒。東京白十字
病院と虎の門病院に勤務した後，91年東大大
学院医学系研究科修士課程修了。UCSFに留
学し，94年博士課程修了。2003年には米カリ
フォルニア大ロサンゼルス校（UCLA）nurse 
practitioner programを修了した。千葉大看護
学部助教授，東医歯大医学部教授を経て現職。
「現場発看護学」を提唱し，事例研究により現
場で共有可能な知の創造をめざす。

●ふじぬま・やすき氏
1983年新潟大医学部卒。東京都老人医療セン
ター（現・東京都健康長寿医療センター），生協
浮間診療所所長などを経て，2006年より現職。
15～17年千葉大大学院専門職連携教育研究セ
ンター特任講師。専門は家庭医療学，医学教育。
『総合診療』誌編集委員で，「55歳からの家庭
医療」を連載中。看護学や哲学，文化人類学
など広い領域の知見をもとに家庭医療学を考察し
ている。第 21回武見奨励賞受賞。

●参考文献
1）Reeve J, et al. Rethinking how we under-
stand individual healthcare needs for people 
living with long-term conditions：a qualitative 
study. Health Soc Care Community. 2016；24
（1）：27-38. ［PMID：25470421］
2）田村やよひ．一人暮らしの女性老人のク
オリティ・オブ・ライフ――自己概念と Life 
Satisfactionを中心として．看護研究．1992；
25（3）：249-64．
3）安塚則子，他．訪問看護師が実践する家
族介護者への代理意思決定支援――胃瘻造設
の決定を支援した訪問看護の事例．家族看護
学研究．2015；20（2）：68-78. 

●『看護研究』誌 51巻 5号（7月下旬発行予
定）では山本氏企画により，こうした「事例
研究」の取り組みを紹介します。
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再考「身体拘束」

　このところ「身体拘束」が頻繁に取
り上げられるようになった。2017年
11月には朝日新聞が特集を組み，
2018年 1月には NHKクローズアップ
現代プラスが「認知症でしばられる !?　
――急増・病院での身体拘束」を放送
した。

「縛られる」状況を見たり聞い
たり悔やんだりする人々

　朝日新聞デジタルのアンケート調査
（2017年 11月，n＝249）では，身体拘
束について「ニュースなどで聞いたこ
とがある」が 92人（37％），「職場や家
庭で拘束に関わったことがある」77人
（31％），「自分や家族らが受けたことが
ある」69人（28％）であり，「知らなかっ
た」は 11人（4％）であった。さらに，
身体拘束をどう考えるかという問いに
対して，「本人や周りの安全が最優先
されるべきだ」「どちらかというと，
本人や周りの安全を重んじるべきだ」
が 126人（51％），「本人の尊厳を守る
ことを最優先すべきだ」「どちらかと
いうと，本人の尊厳を守ることを重ん
じるべきだ」が 97人（39％）であり，
「どちらともいえない」が 26人（10％）
であった。回答者の属性が示されてい
ないが，この結果からは「安全重視派」
が「尊厳重視派」を上回っている。
　さらに同調査では，自分や家族が身
体拘束をされた体験が記述されてい
る。「父が熱中症で倒れ，原因不明の
寝たきりになったとき，どうしても自
分でトイレを済ませたかった父は 1人
でしびんを使おうとして失敗し何度も
ベッドを汚したため，拘束服を着せる
同意を求められた」（神奈川県・40代
女性）。「父が亡くなる前，点滴を抜い
てしまうので，ミトンをされて，食い
ちぎって口のなかが繊維だらけになり
ました。末期だったので，点滴を止め
ることもできると思います。でも入院
前にされてもやむを得ないと同意書に
サインしました。在宅は困難といわれ，
他の選択肢がありませんでした。今で
も悔やんでいます」（栃木県・50代女
性）。自殺未遂を起こし身体拘束をさ
れた男性（富山県・30代）は，「4日
ほど両手両足を拘束されたが病院側と
しては新たな自殺行為を防ぐため，や

むを得ない措置であることは理解す
る。全ての身体拘束を人権侵害だとい
うつもりは毛頭なく，仕方のない拘束
もあるのだと思う」と述べる。
　高齢社会の到来によって，「縛られ
る」状況を見たり聞いたり悔やんだり
する体験を持つ人の割合が今までより
も増えた。このことによって，身体拘
束は社会問題となった。

介護保険における
「身体拘束ゼロ」への取り組み

　厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進
会議」では「身体拘束ゼロへの手引き」
（2001年）の中で，身体拘束禁止の対
象となる具体的な 11行為を示してい
る。それらは，①徘徊しないように，
車いすやいす，ベッドに体幹や四肢を
ひも等で縛る，②転落しないように，
ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る，
③自分で降りられないように，ベッド
を柵（サイドレール）で囲む，④点滴・
経管栄養等のチューブを抜かないよう
に，四肢をひも等で縛る，⑤点滴・経
管栄養等のチューブを抜かないよう
に，または皮膚をかきむしらないよう
に，手指の機能を制限するミトン型の
手袋等をつける，⑥車いすやいすから
ずり落ちたり，立ち上がったりしない
ように，Y字型拘束帯や腰ベルト，車
いすテーブルをつける，⑦立ち上がる
能力のある人の立ち上がりを妨げるよ
うないすを使用する，⑧脱衣やおむつ
はずしを制限するために，介護衣（つ
なぎ服）を着せる，⑨他人への迷惑行
為を防ぐために，ベッドなどに体幹や
四肢をひも等で縛る，⑩行動を落ち着
かせるために，向精神薬を過剰に服用
させる，⑪自分の意思で開けることの
できない居室等に隔離する，ことであ
る。介護保険法に基づく指定介護老人
福祉施設の運営基準（2006年）では，
身体的拘束は原則禁止とし，緊急やむ
を得ない場合には，①切迫性，②非代
替性，③一時性の 3要件をすべて満た
す必要があるとしている。

「縛らない看護」実現のための
アプローチ

　2016年度診療報酬改定で新設され
た「認知症ケア加算」では，身体的拘
束を行った場合には当該日の診療報酬
が所定点数の100分の60に減算される。
　日本看護倫理学会臨床倫理ガイドラ
イン検討委員会では，2015年に「医
療や看護を受ける高齢者の尊厳を守る
ためのガイドライン」と「身体拘束予

防ガイドライン」を作成し，若干の見
直しを行った上で 2018年 1月に『看
護倫理ガイドライン』（看護の科学社）
として出版した。
　日本看護管理学会倫理委員会では，
「身体拘束と看護管理」というテーマ
でワークショップを開催した。参加者
募集の案内をしてから 1週間で定員を
上回る応募者があったため回数を増や
し，京都（2018年 1月）と東京（2018

年 2月）で行なった。筆者は両会場と
も，セッション 2「看護管理者として
の在り方」の司会を担当した。そこで，
身体拘束廃止へのアプローチは大別し
て 2つあることがわかった。アプロー
チ Aは，病院管理者が「身体拘束を
やめる」と宣言し，病棟師長がリーダー
シップを発揮して強力に推し進めてい

く方法である。例えば「身体拘束ゼロ
の日を決めてやってみる」など，いわ
ゆる外的コントロールである。アプ
ローチ Bは，個々の患者について，
快適性を考え身体拘束によるメリッ
ト／デメリットをアセスメントするこ
とである。その結果，「縛る」ことが
不適当という結論に至る。こうした丁
寧な検討により身体拘束ゼロを達成す
ることができたという実例を，先駆者
たちは示している。
　「身体拘束」という，まさに社会問
題となっている事象の解決の第一線に
立つ看護職は，今こそ力の見せどきで
ある。身体拘束をしないことは目標な
のか，結果なのか，アプローチ Aは「目
標」であり，アプローチ Bは「結果」
となる。

看護教育に「政策型思考」
を取り入れるには

池田 真理　東京女子医科大学看護学部看護管理学教授

●いけだ・まり氏／1989年東大医学部保健学
科卒業後，花王株式会社に入社。その後，厚
労省で看護行政などに従事。筑波大大学院教
育学修士（カウンセリングコース），東大大
学院保健学博士。2011年東大大学院医学系
研究科健康科学・看護学専攻助教，16年 4
月から現職。

　政策的な思考ができる看護職の存在
が重要と考えており，その育成は急務
である。なぜなら，本格的な少子高齢
社会に向けて社会保障制度改革が精力
的に行われている中で，看護制度も時
代の要請に合ったものに変えていく必
要があるからである。
　日本では 1998年から大学院の専門
看護師教育課程の共通科目として「看
護政策論」が設定されたが，歴史はま
だ浅く，教育内容もさまざまである。
一方で，米国では米国看護大学協会が，
「医療政策」を看護学の学部教育の必
須要素の 1つに挙げている。筆者は
10代の多感な時期に 5年ほどの米国
滞在経験があるが，米国では自分の能
力に合わせた責任を果たすパブリック
マインドの育成が，初等教育から行わ
れているという素地がある。
　筆者は野村陽子氏（岩手医大）と共
に，第 36回日本看護科学学会学術集
会の交流集会「‘政策’を看護教育に
おいてどのように教えることができる
か」（2016年 12月 11日）を開催した。
どのような教育内容を積み上げていけ
ば「政策への関心」へとつながるか，
看護政策の経験者，看護政策論の教育
者が話題提供し，フロアと活発な意見
交換を行った。フロアから「政策教育
の必要性はわかったが，具体的な実践
例が知りたい」という希望が聞かれた
ので，翌年の第 37回日本看護科学学
会学術集会の交流集会にて，「‘政策型
思考’が獲得できる看護教育を考える」
（2017年 12月 16日）を開催し，看護
系大学および大学院の看護政策教育の
実際と社会科学系大学の公共政策教育
について紹介していただいた。
　看護学部で行っている政策教育の事
例（群馬県立県民健康科学大・巴山玉
蓮先生）では，政策および政策過程に
ついて理解を深め，看護職者が政策過

程に参画する意義を見いだせるように
グループワークやディベートを取り入
れるといった展開の報告があった。経
済学部の公共政策教育の事例（岐阜経
済大・勝田美穂先生）では，まず政策
形成にかかわる知識を習得させ，その
上で教育連携をしている自治体におい
て，地域実践型のアクティブラーニン
グで体験的に学べるように工夫されて
いると報告された。
　筆者は現在，大学院で看護政策論を
講義し，政策過程事例のレポートを課
している。受講した学生からは，「講
義を受けたことにより，政策における
アジェンダのアクターやステークホル
ダーは誰かを考え，今までの思考過程
が変化したと感じる。思考過程の変化
の次は行動変容ができるように，具体
的な実践を意識していきたい」「政策
過程を調べ，政策にかかわった人たち
の努力や熱意を共有できたことで，さ
まざまな過程を乗り越え策定された政
策と真剣に向き合っていこうと思っ
た」などのフィードバックを得ている。
　大学院生は現場経験から制度的な課
題について実感を持っている。彼らが
政策過程を学ぶことで，現場の看護師
のかかわりや他のアクターについても
考えて，自らの立ち位置を理解し，次
の行動につなげることが期待できるの
ではないかと考えている。今後は学部
教育においても，看護管理学と地続き
で看護政策論をカリキュラムに位置付
けていくことを，ぜひ検討していきた
いと思う。
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さなければなりません（Relearn）。
　何らかの看護実践を学んでもらうた
めには，そもそも看護実践がどんな知
識や思考，技術などに基づいたものな
のかを，一度解体して言語化する作業
が欠かせません（図の「設計」に当た
る部分で，第 3回・第 3229号でも紹
介した内容です）。この作業がクリア
できなければ，目標の設定や評価まで
はできません。「設計」段階で解体・
言語化する作業は「看護」を深く理解
することにもなり，研修担当者自身の
看護師としての成長につながります。
　もちろん，看護実践は複雑に絡み合
った要素から成り，言語化が難しいも
のも多く存在します。そのような事象
には，研修設計者自身も学び手となり，
研修を担当する仲間と共に対話しなが
ら解体・言語化の作業を行うことで
す。時には研修をワークショップ的に
実施して受講生とも対話することで，
看護の理解，看護実践能力の向上につ
ながる研修が実現できるでしょう。
　研修や現場での教育は，知識・スキ
ルに長けた人が教える一方向的な活動
のようにとらえられがちです。しかし，
研修も現場での教育も，何かを一方的
に教えることが目標ではなく，現場の
意識や行動の変化を促すことが目標と
なります。その変化には，上記のよう
な研修の企画段階からの“学びほぐし”
や看護を言語化する能力が必要です。
研修当日には受講者との新たなつなが
りを持ったり，受講者からさまざまな
学びを得たりすることもできます。研
修設計を担当することは，たくさんの
学びを得る機会になるのです。

看護師はよき研修設計者になれる

　看護実践ではなく，研修設計のこと
となると，「大変そうだし，難しいの
では」「教え方なんて学んでいないし」
と，負担感や苦手意識を感じる方もい
るでしょう。図や上記の説明を見ると
なおさらだと思います。しかし，研修
について次のような表現に置き換える
とどうでしょう。「対象となる人をと
らえ，問題を特定し診断する。問題を

分析し，目標を設定。目標達成に向か
い必要な処方やケアを考え提供する。
そして提供後の結果を評価し，適宜修
正していく」。そう，研修設計は医療・
看護と同様の思考に基づく実践活動な
のです。
　ガイドラインや研究結果に示される
科学的根拠に加え，臨床現場の状況・
環境，医療者の技術・経験を含む専門
性，対象者の特性や意向といった要素
を考慮し，より良いケアを提供しよう
とするのが EBM（Evidence-based 

Medicine）です。研修設計も，研修の
効果・効率・魅力を高めるための手法
の集大成である IDモデルという科学
的根拠に基づいた手法があるとお伝え
してきました。研修はそれを用いなが
ら，臨床現場で働く看護師の専門性や
学習者の特性，意向を考慮して作り上
げていくものです。
　対象である患者に，より良いケアを
提供しようと働く看護師。これを日々
体現している看護師は，必ずや素晴ら
しい研修を作れるはずです。筆者もそ
う信じて日々の臨床の傍ら，研修設計
に努めています。
　読者の皆さんにとって，効果・効
率・魅力的な研修を作る上で本連載が
少しでもお役に立てば幸いです。全
12回にわたる連載をお読みいただき，
ありがとうございました。

システム的アプローチを
根付かせるには

はじめさん，1年間研修担当お疲
れさま。はじめさんがかかわって

くれた研修を受講したスタッフは，な
んだか最近楽しそうに働いているわ。

師長さん，ありがとうございます。
大変でしたが，研修中の受講生の

いきいきした顔に元気をもらいまし
た。一方で，毎回しっかり評価してき
たので課題も山積みです。来年度も，
ぜひ教育委員を継続させてください！

もちろんよ。来年度は，はじめさ
んが教わったことを周りにも教え

ながら研修を企画してね。
　
　学習とは，「自ら進んでわからないこ
とに挑戦しようと思う自発的な行為」
であり，「モノや人や事柄と出会い，対
話し，他の人の思考や感情との出会い
を楽しむ行為」 1）とも言われています。
　効果的で魅力的な研修を提供してい
れば，スタッフの現場での意識や行動
の変容とともに，スタッフがいきいき
と働く姿が見られるようになります。
組織にとって意義のあることですし，
研修設計担当者自身のモチベーション
アップにもなります。とはいえ，効果
的で魅力的な研修を作り上げるのは大
変なことですよね。本連載で紹介して
きたインストラクショナルデザイン
（ID）を知ったからといって，一筋縄
にいくものではありません。IDの根
幹は，システム的アプローチを回すこ
と。簡単に言うと，研修設計の PDCA

サイクルを回すことです。ここでは，
分析（Analysis），設計（Design），開
発（Develop），実施（Implement），評
価（Evaluate）の頭文字を取った図の

☞明確な目標の設定，評価方法の
検討に十分な時間をかける。研
修後はゴール達成の確認を。
☞研修設計の思考は，日々の看護
実践と同じ。看護師はよき研修
設計者になれる。

教 え 方 の ポ イ ン ト

本連載は熊本大教授システム学研究センター
との共同研究を踏まえたものである。

ADDIEモデルが参考になります 2）。
　院内研修の担当者の多くは，病棟で
看護実践を主務とする看護師です。患
者優先であり，研修設計は時間外の活
動というのが実情ではないでしょう
か。そこで，前回（第 3262号）示し
たように研修は必要なものだけに絞
り，最初からいきなり理想の高いもの
をめざさないことです。ADDIEモデ
ルを回して，前回より今回，今回より
次回と，少しずつ改善していけると良
いでしょう。システム的アプローチが
根付けば高い効果が得られ，きっと魅
力的な研修となるはずです。どうやっ
て研修を行うか，どんなスライドを使
うかなどの実施方法の考案にばかり時
間を費やすのではなく，明確な目標の
設定，評価方法の検討に十分な時間を
かけ，それから実施方法を考えること
がポイントです。そして，設定したゴー
ルを達成できたかを常に評価しながら
徐々に改善させていくことが何より重
要です。

研修の設計で自身も成長する

　皆さんが，学生時代から現在まで受
けてきた授業や研修は，学習効果や効
率が高いと感じられるものでしたか？
この連載を読んでくださった方には，
「自分たちが体験してきた研修とは違
う」ということを，感じていただけた
のではないでしょうか。人は無意識の
うちに，これまで教わってきた方法で
教えてしまいがちです。研修の受講生
に変化を求める前にまず，研修を設計
する私たち自身が変わるための“学び
ほぐし”が必要です。学びほぐしは学
習棄却（Unlearn）とも言われ，今まで
の知識・技術を「捨て去る」ことです。
これまで経験してきた研修の作り方・
考え方を学びほぐし，効果・効率・魅
力的な研修の作り方・考え方を学び直

＝はじめさん ＝教育担当師長

臨床現場で行われる研修会や勉強会をより効果・効率・魅力的な内容
にするために，インストラクショナルデザインを用いた研修設計をご紹介
します。初めて教育委員を任された「はじめさん」，頼れるベテラン看護
師「ゆう先輩」と一緒に，教育を専門に学んでいなくても自信を持って
教えられるスキルを学びましょう。

研修設計は，看護師としての成長にもなる
第 　12　 回（最終回）

政岡 祐輝　国立循環器病研究センター副看護師長熊本大学教授システム学研究センター連携研究員 

分析： 学習者の特性や前提知識，現場での課題，教える
内容の分析と目標の明確化。

設計： 学習内容の構造化と系列化。到達目標の特定。評
価指標・方法の決定。

開発： 学習活動や教材の改善や作成。学習環境の準備。
実施： 設計開発した学習活動・教材の提供。必要に応じ

た学習支援。
評価：目標到達度評価。課題の明確化と改善策の立案。

●図　    ADDIEモデル（文献 2より改変）
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　シナリオ Aでは，医療者はデフォ
ルトの方針を定めることなく患者の意
向を尋ねています。一方でシナリオ B

では，疼痛のスクリーニングをデフォ
ルトで行い，痛みを取り除くためには
緩和ケアが望ましい選択肢（デフォル
ト）であることを明確にしながら患者
とのコミュニケーションをスタートさ
せています。

望ましい選択肢を
「そっと促す」仕組み

　上記の 2つのシナリオの違いは，前
回（第 3262号）紹介した「リバタリ
アン・パターナリズム」と，それに基
づく意思決定を円滑にするための仕組
みである「ナッジ（nudge）」から考え
ることができます 1）。昨年ノーベル経
済学賞を受賞したリチャード・セイ
ラーらは，人々の行動を予測し，それ
に対して一定方向の影響を与えるよう
に選択環境を設計すること（さまざま
な仕組みや行為）を「ナッジ」と呼ん
でいます。ナッジは，「注意や合図の
ために人の横腹を特にひじでやさしく
押したり，軽く突いたりすること」と
いう意味の言葉です 1）。
　第 3回（第 3245号）で紹介した「フ
レーミング」や前回紹介した「デフォ
ルト設定」もナッジの形態の一つと考
えることができます。例えば，パソコ
ンで文章作成をしていて，ウィンドウ

　骨転移のある再発がん患者に対
しての一幕。
＜シナリオ A＞
主治医　今後の相談をしましょう。
治療と並行して緩和ケアもできます
が，どうしますか？
患者　緩和ケア？　麻薬を使うので
しょう？　それはイヤです。
＜シナリオ B＞
骨転移がわかった段階で疼痛のス
クリーニングが行われた。 

看護師　痛みがあるそうですね。
患者　そうなんです。
看護師　骨転移のある患者さんは，
よく痛みを訴えられます。なので，
がんに対する治療と並行して，痛
みの治療である緩和ケアも行って
いくことが多いです。
患者　緩和ケア？　麻薬を使うので
すよね？
看護師　必要に応じて医療用麻薬
などの薬を使うこともありますが，
それにより生活の質が改善すると
いう研究結果があります。○○さ
んの場合も緩和ケアをしていくと
良いと思うのですが，いかがです
か。もし良ければ緩和ケアチーム
に一度診てもらうよう依頼します。
患者　そうですね……。実は昨日か
ら痛みが強くなって困っていたん
です。お願いできますか。

緩和ケアはデフォルト設定
にできないのか？

上の閉じるボタンを押した際に，「保
存しますか？」というダイアログが出
てきます。保存がデフォルト設定され
ているので，そのままリターンキーを
押した場合，そのファイルは保存され
るようになっています。こうした仕組
みもナッジと呼ぶことができます（保
存しないという選択肢も同時に提示さ
れます）。

終末期の意思決定に
ナッジが与える影響

　米国の研究で，肺がんなどの進行・
再発性の胸部疾患の患者 132人を対象
に，デフォルト設定された選択肢が事
前指示（アドバンス・ディレクティブ）
の意思決定に与える影響を調査したラ
ンダム化比較試験があります 2）。①症
状緩和をデフォルト，②デフォルト設
定なし，③延命処置をデフォルトの 3

種類を比較した結果，症状緩和を選択
した人の割合は，①群では 77％，②
群では 61％，③群は 43％でした（図）。
全体では 57.4％がデフォルト設定どお
りの選択肢を選んでいることから，デ
フォルト設定は特に症状緩和を選ぶ割
合に大きく影響していることがわかり
ます。この結果は，症状緩和をデフォ
ルトとすることは妥当であると示すも
のだと考えられます。もちろん，患者
にはデフォルトの選択肢を拒否する自
由が保証されています。さらに，患者
が事前指示を完了した後にデブリーフ
ィングが行われます。そこで患者に研
究の意図を伝えてもほとんどの患者は
選択を変更しませんでした。フォロー
アップ調査では選択への満足度に 3群
間の有意差はなく，患者はナッジに導

かれた選択肢に満足することが示され
ています。 

緩和ケアを選びやすく
するためのナッジ

　この研究の結果を，日本の終末期医
療にそのまま当てはめることはできな
いかもしれません。しかし，痛みや苦
痛が緩和されることはほとんどの人に
とって望ましい選択肢であり，それが
選びやすい状態で提示されることに反
対する人は少ないと考えられます。
　リバタリアン・パターナリズムとナ
ッジの考えを踏まえて，どうすれば患
者に緩和ケアを提供しやすくなるかを
考えてみます。まず，がんと診断され
た時点，その後の入院や症状の変化が
あった時点で，疼痛や苦痛のスクリー
ニングがデフォルトとして行われるよ
うにします。陽性の場合は，緩和ケア
チームの介入を選択肢として提示しま
す。もしくはコンサルタントとしての
緩和ケアチームの提案に基づいた症状
緩和を提供していきます。
　患者にとって望ましい選択肢を伝え
る際にはどうすればよいでしょうか。
冒頭のシナリオ Bのように，患者の
現在の状態において，同じ状況にある
患者に対してはその方法が一般的な選
択肢であることを説明します。それが
デフォルトであると患者に十分理解で
きるようにすることが重要です。さら
にその選択肢が患者にとって望ましい
ものだと医療者が考えていることを明
確に伝えます。その上で，コミュニケー
ションをスタートさせていきます。良
くない例は，「治療法 A，B，Cにそ
れぞれこのようなメリット・デメリッ

トがあります。どれを選びますか？」
と，選び得る選択肢をただ並べて伝え
るだけのコミュニケーションです。「私
たちは，あなたには治療法 Aが最も
ふさわしいと考えています。それには
このようなメリット・デメリットがあ
ります。一方で治療法 B，Cもあり，
（中略）もちろんそれらを選択するこ
ともできます」と医療の専門家として
ナッジを利かせた説明をすれば，患者
の意思を尊重しながら，非専門家であ
る患者でも望ましい選択肢を選びやす
くできます。
　ナッジする選択肢は，その後のコミ
ュニケーションの出発点であり，それ
以外の選択をさせないことを患者に強
要することはではありません。強要し
てしまっては，“リバタリアン”・パ
ターナリズムではなくなってしまいま
す。ナッジした選択肢に反応して患者
の価値観が表明されれば，それを話題
にしながら患者にとっての真の価値が
どこにあるかを探っていけます。緩和
ケアでは，医療用麻薬に対する偏見な
ど，バイアスによって選択が妨げられ
ている場合もあります。バイアスの影
響を減らすためにも，一般的な選択で
あることや医療者としての判断を明確
に伝えるなど，説明を工夫する必要が
あります。
　話し合いの結果，ナッジした選択肢
以外を患者が選ぶことになっても構い
ませんし，医療者はその選択を尊重し
なければいけません。医療におけるナ
ッジの利用は，限られた医療資源（特
に，医療者の時間）の中で，患者の意
思決定や行動変容のプロセスを円滑に
し，できるだけ早く患者に利益をもた
らすための仕組みとして用いるべきで
す。「患者にとって望ましい選択肢」
を患者が選びやすくするために使うも
のであり，「医療者にとって都合のよ
い選択肢」を選ばせるために利用すべ
きではないと考えられます。

参考文献
1）リチャード・セイラー，他著．遠藤真美訳．実践行
動経済学．日経BP社；2009．
2）Health Aff（Millwood）．2013［PMID：
23381535］

● 人々の行動に一定方向の影響を与
えるためのさまざまな仕組みや行
為を「ナッジ（nudge）」と呼ぶ。
● 必要な患者に必要なときに望まし
い選択肢を提示できるよう，デフォ
ルト設定をナッジしよう。
● 情報とその伝え方も重要なナッ
ジ。患者にとって望ましい選択肢
を伝える際は，以下を意識する。
　 ・患者の現在の状態において，一般
的な選択肢であることを説明する。
　 ・その選択肢がデフォルトである
と患者が理解できるようにする。
　 ・それが望ましい選択肢だと医療者
が考えていることを明確に伝える。

今回のポイント

●図　緩和ケア志向の意思決定をした進行・再発性の胸部疾患患者の割合（文
献 2より一部改変）

①症状緩和をデフォルト設定して
　意思決定を求めた群
②デフォルト設定なしで意思決定
　を求めた群
③延命処置をデフォルト設定して
　意思決定を求めた群
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望ましい選択肢を選びやすくする仕組みや行為

平井 啓
大阪大学大学院人間科学研究科准教授

第8回

本連載では，問題解決のヒントとして，
患者の思考の枠組みを
行動経済学の視点から紹介する。

患者の意思決定や
行動変容の支援に困難を感じる

医療者は少なくない。
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● リハの理念を再確認しましょう。リハ
看護は，全ての対象，全ての場面の看
護に通底します。

● リハにおいて，患者の意欲を高めるこ
とが効果的です。環境や身体状態を整
えることが，全て患者の生活機能の維
持・向上につながります。

● 運動機能の向上には，「栄養」と「運動」
の両輪が必要です。生活機能の向上を
アウトカムに設定して，栄養と運動を
計画に組み込みましょう。

今日からこれを始める !

●参考文献
1）Science. 2015［PMID：26430122］
2）J Adv Nurs. 2018［PMID：28726274］
3）Clin Interv Aging. 2018［PMID：29416322］
4）Clin Nutr. 2017［PMID：28969866］

「リハ」とは何か？
　リハビリテーション（以下，リハ）
という言葉は，2つの使われ方をして
います。
　一つは，治療プログラムとしてのリ
ハを指します。例えば，病棟で看護師
が「○○さん，今日は 10時から，理
学療法士の△△さんが来てリハです
よ」と患者に言う場面が頻繁に見られ
ます。病院をはじめ多くの医療現場で
は，このような使われ方がほとんどで
しょう。
　もう一つは理念としてのリハです。
1980年代に米国から始まった障害者
の復権運動を背景に，WHOは 1981

年に「リハビリテーションとは，能力
障害あるいは社会的不利を起こす諸条
件の悪影響を減少させ，障害者の社会
統合を実現することを目指すあらゆる
手段を含むものである。リハビリテー
ションは，障害者を訓練してその環境
に適応させるだけでなく，障害者の直
接的環境および社会全体に介入して社
会統合を容易にすることを目的とす
る。障害者自身，その家族，そして彼
らが住む地域社会は，リハビリテーシ
ョンに関連する諸種のサービスの計画
と実施に関与しなければならない」と
定義しました。

リハの目的は地域包括ケアの
理念と通底する
　日本では高齢化による社会の要請か
ら 2000年に介護保険制度ができ，障
害者施策と介護施策は別々に取り組ま
れてきました。その後，さらなる少子
高齢化を背景に，これらの施策を統合
した地域包括ケアの構築が求められる
ようになり，あらためて，リハが理念
としてきた「包括的・全人的」視点が
重要視されています。
　2017年，WHOは国際生活機能分類
（ICF）を元にリハの目的を以下のよ
うに示しました。「リハビリテーショ
ンは，機能の最適化，および，環境と
の相互作用の中で健康状態とともに生
じる個人の障害の軽減を目的とした一
連の介入である。健康状態は，疾患（急
性または慢性），障害，傷害または外
傷のことである。また，健康状態は，
妊娠，老化，ストレス，先天性異常，
または遺伝性素因などの他の状況も含

まれ得る。リハビリテーションは人々
の生活，仕事，可能性を最大限に引き
出す学習能力を最大化する。リハが老
化に関連した機能的困難を減少させ，
生活の質を改善する」。
　つまり，リハは人が生活するための
「機能の最適化」を目的とし，広義に
はあらゆる状況にある人を対象に，「機
能の最適化」のために環境や社会をも
変え，当事者も参画して計画・実行す
るという目的があります。これはまさ
に，地域包括ケアの理念と同じなので
す。

全ての現場・対象の看護に
求められるリハの視点
　医療の進歩や社会情勢の変化の中
で，広義のリハの理念を踏まえると，
全ての現場や対象に対して，看護師はリ
ハの視点を持つことが必要とされてお
り，看護全般に通底します。地域包括
ケアの中では，いつでもどこでも，看護
師がリハの理念のもとに，基本的な ADL

（日常生活動作）向上・自立と QOL（生
命・生活・人生の質）向上への支援を行
うことが求められているのです。
　私の経験した事例の一つでは，老老
介護の高齢男性が慢性呼吸不全で入院
を繰り返すうちに，一度は寝たきりと
なってしまいました。しかし，訪問看
護師が来るようになると，呼吸管理以
外に寝返りの仕方，ベッドでの起座の
とり方，下肢の支持性が低下した中で
の便器への移乗などにおけるアドバイ
スや家族への指導により，体調のよい
ときに少しずつ自力での排泄が可能な
状態になるまで持っていくことができ
ました。このように，日常生活援助の
中で一つひとつの動作の「やり方」を
伝えることで，生活機能の向上につな
がるのです。
　これまで，障害児・者，特に身体障
害を有する人々へかかわる看護師は，
身体障害を持つ人々の生活機能向上と
いう専門性をもって発展してきた経過
がありました。「疾病・障害・加齢等
による生活上の問題を有する個人や家
族に対し，障害の経過や生活の場にか
かわらず，可能な限り ADLの自立と
QOLの向上を図る専門性の高い看護」
です（日本リハビリテーション看護学
会）。
　例えば，脊髄損傷などの障害を突然

健康状態および心理的側面に効果的だ
とされています 3）。口腔機能，栄養と
運動を総合的にアセスメントし，支援
することが重要です 4）。

自己決定を支援し
ゴールを一緒にめざす
　前述したように，看護師は生活機能
を高めるために環境を整え，意欲に働
き掛けます。意欲の源は希望であり，
自分の人生を取り戻すことでもあるの
です。その活動や参加の目標へ向かっ
て，身体状態はどうあればいいのか，
どのような機能が必要か，そのために
自分で何ができるかを考えられるよう
に支援していく。つまり，看護師によ
る目標設定型のアプローチが求められ
ています。

負った人の回復に看護は何ができるで
しょうか。腫瘍で片足を切除した人に
は何ができるでしょうか。一つ挙げれ
ば，中途障害者の生活の再構築へ向け，
運動能力を再獲得するための支援とし
て，その人の存在そのものが重要であ
ることを伝え，尊重することができる
でしょう。人が障害と向き合い，自ら
の新しい身体と生活を適合し，意欲を
持って生活していくための支援。意欲
は運動能力の再獲得に大切な要素であ
り，脊髄損傷患者は日々の小さな自己
決定を積み上げることで自己効力感を
高め，人生をコントロールする感覚を
可能とし，レジリエンスを高めていき
ます 1, 2）。
　看護師による日々のかかわりの中
で，患者のちょっとした変化をとらえ，
患者の知覚を高め，フィードバックし，
セルフケアを教育し，症状を和らげる
方法を一緒に探す。患者とこれまでの
人生や周りの人々との関係，頑張って
きたことなどを対話し，これからどう
生きていきたいのかを聴く。そうする
ことで，変化した自分の身体の中で変
化しないもの，あるいは，新たに培っ
た自分の思いや価値に気付いていきま
す。その「ありたい姿」をゴールに，
日々の機能訓練や生活を組み立てるこ
とで再構築できるのです。

運動機能の回復を促す
要素としての栄養と看護
　連載第 1回（第 3262号・若林秀隆
先生）では，ICFにおける心身機能の
障害としての栄養障害と，活動の相互
作用を示しました。
　高齢者では，意欲の低下，低栄養，
生活機能の低下が活動性の低下の三つ
どもえの原因となっています。特に，
生活機能の低下には，運動機能の低下
と低栄養が影響します。活動性が低下
することで，さらに社会参加が阻まれ
てしまうのです。これを受け，地域包
括ケアのあらゆる場で栄養スクリーニ
ングと低栄養リスク例への介入が
2018年度診療報酬改定で評価される
方向です。
　リハを生活機能へのアプローチとす
ると，特に，高齢者の運動機能低下，
脳卒中などの疾患や外傷などによる運
動機能障害は，心身機能を整え，環境
因子や個人因子へ配慮することで活動
や参加の可能性を維持・拡大すること
が可能です。つまり，栄養状態を改善
するための循環，交換，排泄，知覚と
認知などを包括的に整え，活動と休息
のバランスをとりながら運動機能を促
進していきます（図）。これらは看護
が従来から行ってきた回復力を高める
ための援助に他なりません。
　高齢者は全身の筋力・筋量が低下
し，運動機能に影響が及ぶのが自然経
過です。転倒などにより大腿骨を骨折
する高齢者は多く，身体・心理両面へ
のインパクトが大きいものです。痛み
への対応，心理的な対応と栄養補給に
よって補完されたリハビリテーション
プログラムは，より衰弱した高齢者の

●図　  リハビリテーション看護において
生活機能の回復を促す要素（荒木
氏作成）

循環，交換，排泄，知覚と認知などを包括
的に整え，栄養状態を改善することで，運
動機能を促進しつつ，生活機能を向上させ
ることができる。栄養状態の改善は高齢者
にとって特に重要である。

知覚と
認知運動

機能

栄養

循環
交換

生活
機能

排泄

第2回 リハビリテーション看護とは

入院したときよりも機能やADLが低下して退
院する患者さんはいませんか？ その原因は，活動

量や栄養のバランスが崩れたことによる「サルコペニ
ア」かもしれません。基本的な看護の一部である「リハ

ビリテーション栄養」をリレー形式で解説します。

 今回の執筆者 荒木暁子 日本看護協会常任理事／
日本リハビリテーション看護学会理事長
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看護者のための
倫理的合意形成の考え方・進め方
吉武 久美子●著
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定価：本体2,400円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-03129-5

評 者  勝山 貴美子
 横市大大学院教授・看護管理学

　臨床実践の現場において，日々さま
ざまな倫理的問題が生じ，その事例に
どのように取り組むべきか悩んでいる
人は多いのではないかと思う。看護師
は，専門職の要件であ
る倫理綱領や医療倫理
などの考えに基づき，
それらの倫理的な事例
に向き合い対応するこ
とが求められるが，ど
のように考え行動すべ
きか悩む人は多い。ま
た看護管理者は，日本
医療機能評価機構や
JCI（Joint Commission 

International）などの病
院評価基準や医療安全
教育の義務化の中で，
倫理的問題について話
し合う体制を整えるこ
とが求められ，このよ
うな事例に対する看護師らの倫理的感
受性を高め，さまざまな事例の中で倫
理的問題を取り上げ，議論し，対応を
考えることができるよう組織としての
倫理的対応能力を高める必要がある。
しかし，倫理に関する教育をどのよう
に行うべきか，教育する体制をどのよ
うに整えるべきかを悩む人も多いだろ
う。本書はそんな方々に，倫理に関す
る事例を「合意形成」という中心的課
題を基盤に検討し，倫理的感受性を高
め，倫理的問題に向き合いかかわって
いくその方法論を教えてくれる。
　著者が，「合意形成」を話し合いで
の妥協，説得，多数決による決定など
ネガティブなイメージではなく，「関
係者の間で最善策を探し続けるプロセ
ス」と定義し，事例には空間（Space）・
時間（Time）・マネジメント（Manage-
ment）の 3方向で構成される多様性が

あることを示している点が興味深い。
倫理的な問題が潜む事例を検討する際
に，その時に何をすべきか，どのよう
な決断をすべきか，時間・場に限定し

て議論をしがちである
が，これらの事例は，
空間・時間・マネジメ
ントの 3方向でとらえ
ることで広がりをもっ
て理解することができ
る。倫理的事例は，病
院内だけでなく退院後
の自宅での生活など，
場や時間をプロセスの
中でとらえることが必
要である。倫理的事例
における合意形成は，
患者や家族が今まで生
きてきたプロセスの中
で培ってきた価値や文
化をも含み，合意形成

にかかわる看護師や他の医療職も同様
に今までの経験の中で培われた価値を
持ち，これらの価値を持つ関係者間で
最善を探すプロセスである。事例を検
討する際のマネジメントの視点は興味
深い。合意形成の話し合いの場を持つ
際，誰に参加してもらうのか，どのよ
うな場で議論を繰り返すかをマネジメ
ントする視点を持つことができるので
はないかと思う。場合によっては，臨
床倫理委員会や緩和ケアチームなどに
参加してもらえるようマネジメントす
ることも，倫理的問題の多様性をより
専門的な意見を持つ関係者間で議論す
ることで広げることになり，最善策を
導くことにつながるのではないだろう
か。臨床における事例の中に潜む倫理
的な問題を合意形成という概念でとら
え，3つの視点で広げ，議論するため
の興味深い一冊である。

《がん看護実践ガイド》
病態・治療をふまえた
がん患者の排便ケア
一般社団法人　日本がん看護学会●監修
松原 康美●編
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定価：本体3,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02777-9

評 者  青木 和惠
 静岡県立大教授・成人看護学／
 皮膚・排泄ケア認定看護師

　がん患者は治療と療養の過程でさま
ざまな症状を起こします。これらの症
状を持つ患者のケアを実践する上で共
通して大切なことは，
常にがんとの関係を考
えるということです。
がん患者の症状は，が
んが発生している臓器や器官，がん細
胞の性質，がんの進行度などがんその
ものの条件と，これに対応する治療，
支持療法，緩和ケアなどの医療の条件
とが複合して現れます。そしてこれら
の複合条件は一つに固定されてとどま
っているわけではなく，がんの治癒，
あるいは進行のプロセスの中で，さま
ざまに組み合わされ変化していきま
す。がん患者の症状の全ては，このよ
うな状況の中で“がんであることを起
点として”起こるといえます。
　本書は，そのことをきっちりと押さ
えて書かれたがん患者の排便ケアの解
説書です。本書の特徴は，読者が必要
としている排便ケアの知識を得られる
ことのみにとどまらず，読み進めてい
くうちにがん患者に起こる排便障害と
排便ケアの全体を学べるようになって
いることです。もっといえば，この本
は，排便障害や排便ケアというものを
通して，がんという病態やその医療を
知ることができるようになっているの
です。
　第 1章「がん患者の排便ケアに必要
な基礎知識」では，がん患者の排便ケ
アに必要な基礎知識とストーマ造設を

含めた治療の全容が解説されていま
す。第 2章「がん治療における排便ケ
ア」では，化学療法と放射線療法とい

う 2つの治療によって
起こる排便障害とケア
方法，第 3章「進行が
んに伴う排便ケア」で

は，がんが進行するにつれて臨床で遭
遇することの多い播種性病変がある場
合の対策，鎮痛薬使用中の便通対策，
下血の原因とケアが示されています。
排便ケアの解説書という観点からみれ
ば，共に参考資料の少ない項目を丁寧
に解説しているという点で非常に貴重
です。また，第 5章「消化管ストーマ
造設患者のケア」を設けることで，排
便ケアにおけるストーマケアの位置を
明らかにし，がんの治療法である外科
療法，化学療法，放射線療法における
排便ケアの全てを網羅することを実現
しています。
　本書の編者である松原康美さんは，
皮膚・排泄ケア認定看護師であると同
時に，がん看護専門看護師です。また，
がん看護学の博士でもあります。しか
し，何より特筆すべきは，彼女ががん
医療のWOC（創傷・オストミー・失
禁）ケア領域屈指の実践家であるとい
うことでしょう。各執筆者にはがん医
療をベースとして排便ケアに取り組む
実践家が選ばれ，がん患者の排便ケア
をがん医療として発展させたいという
編者の意図を見事に体現しています。

排便ケアを通して，
がんへの理解が深まる一冊

Attention to detail is one of the 
most important details...
――細部に注意を払うことは最も重要なことの一つである
 作者不詳

「鳥の目」で全体の状況を観察し，継続的にモニターすると同時に，時
には「虫の目」で細部に注意を払うことも重要である。「蟻の穴から堤も
崩れる」（韓非子）ことがあるのだから。それは経験の少ない新人や，患者・
家族の不安や気づきであることもある。
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イラスト 萩原 亜紀子

空間・時間・マネジメントの視点で
倫理的事例をとらえる
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